
資料19  要求水準書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）例

対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価

1 設計業務における基本的な考え方 要求水準書

提案資料様式●-●に基づき、●●
などのライフサイクルコスト縮減に
向け●●とした。

●●図（図面番
号及びページ数
等を表記）

〇

基本設計のとおり●●を●●とし
た。

●●設計図（図
面番号及びペー
ジ数等を表記）

〇

●●設計図のとおり施工した。 竣工図（図面番
号及びページ数
等を表記）

〇

ライフサイクル縮減に向け、長期修
繕計画を立案し、予防保全を行っ
た。

長期修繕計画
（○ページ）

〇 － － －

(1)  意匠計画の考え方

ア 全体配置

要求水準書

要求水準書

(ｱ） 周辺施設等への日照・臭気・騒音等に配慮した施設
配置とすること。 要求水準書

(ｲ） 周辺に民間施設等が存在することから、騒音発生源
（可燃物庫・不燃物庫、残渣処理室、室外機、給排
気口等）を周辺に影響のない側に設置し、騒音が発
生しにくい施設（防音シャッターの導入、駐車場出
入り口の段差の平滑化、廃棄物等の回収車両がバッ
クを必要としない動線の配置等）について検討する

要求水準書

(ｳ） 排気口の設置位置や施設の可燃物庫・不燃物庫の適
正管理等により周辺への悪臭対策を検討すること。

要求水準書

(ｴ） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

事業者提案

・
・
・

3

(1) 業務の対象範囲 要求水準書

ア 事業者は、必要に応じて、現況測量、地盤調査、電
波障害調査等を事業者の責任で行い、関係法令に基
づいて業務を遂行するものとする。 要求水準書

(6)  設計変更について 要求水準書

1 業務の対象範囲 要求水準書

2 業務期間

(1) 要求水準書

・
・
・

1 業務の内容 要求水準書

(1) 要求水準書

(2) 要求水準書

(3) 要求水準書

・
・
・

対象資料

本事業の設計業務については、ライフサイクルコストの縮
減に配慮して計画すること。

進入口における交通安全対策を十分に図るほか、周辺環境
や災害時の対応等に配慮した配置計画とすること。

また、敷地全体のなかでの配置バランスや維持管理の方法
及びセキュリティ対策等を考慮に入れ、均衡のとれた、死
角の少ない施設配置とすること。

設計業務遂行に係る要求内容

設計業務は、応募時の提案書類、事業契約書、本要求水準
書等に基づいて、事業者の責任において基本設計及び実施
設計を行うものとする。

・
・
・

本市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期
の変更を伴わず、かつ、事業者の提案を逸脱しない範囲内
で、本施設の設計変更を要求することができる。その場
合、当該変更により事業者に追加的な費用（設計費用のほ
か工事費、将来の維持管理費、運営費等）が発生したとき
は、本市が当該費用を負担するものとする。一方、本事業
の費用に減少が生じたときには、本事業の対価の支払額を
減額するものとする。

・
・
・

業務期間

第4.開業準備業務

本施設は、令和10年6月30日までに建設工事を完了し、本
市へ引き渡すこと。

【評価凡例】  〇：整合    ●：正当な理由のある変更  ×：不整合  －：対象外（チェック段階の業務の範囲外）

第３　建設・工事監理業務

事業者は、実施設計図書、事業契約書、本要求水準書、応
募時の提案書類に基づいて、本施設の建設、企画・提案し
た厨房機器及び什器・備品等の整備、工事監理等を行うこ
と。

・
・
・

建設・工事監理時の
セルフモニタリング結果

維持管理
セルフモニタリング結果

運営
セルフモニタリング結果

・
・
・

第２  設計業務

・
・
・

項目等 確認事項

基本設計時の
セルフモニタリング結果

実施設計時の
セルフモニタリング結果

・
・
・

・
・
・

・
・
・

本施設の整備後、運営業務が円滑に開始できるよう、事業
者は次の開業準備業務を行うこと。なお、開業準備業務期
間中に事業者が調達した食材の費用は、事業者の負担とす
る。

設備等の試稼動

従業員等の研修

本施設、調理設備及び運営備品の
取扱いに対する習熟



対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価 対応 参照先 評価

対象資料

建設・工事監理時の
セルフモニタリング結果

維持管理
セルフモニタリング結果

運営
セルフモニタリング結果

項目等 確認事項

基本設計時の
セルフモニタリング結果

実施設計時の
セルフモニタリング結果

1 維持管理業務総則

(1) 要求水準書

要求水準書

要求水準書

ア 建築物保守管理業務 要求水準書

イ 建築設備・厨房機器等保守管理業務 要求水準書

・
・
・

1 運営業務総則 要求水準書

(1) 要求水準書

要求水準書

要求水準書

ア 食材検収・保管業務 要求水準書

イ 給食調理業務 要求水準書

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

業務の対象範囲

事業者は、運営業務仕様書、運営業務計画書、事業契約
書、本要求水準書及び入札時の提案書類に基づき、配送対
象の各幼稚園及び小中学校に衛生的かつ安全な給食を、適
切な時間に提供するとともに、より効率的な施設運営がで
きるよう、次の内容の運営業務を実施すること。

なお、施設の本市への引き渡しから運用開始までの期間に
おいて、業務実施に必要な人員を配置するとともに、調理
従事者の研修や試食会を実施する等、十分な準備を行うこ
と。

運営業務に際して必要と考えられる消耗品はその都度更新
すること。

第6.運営業務

＊４  設計業務、建設・工事監理業務、維持管理、運営業務の全ての業務段階に渡る項目（事業全体に係る項目）は、全ての業務段階でのチェックを行うこと。

＊１  要求水準書及び提案書、本事業で作成する成果（設計図書、報告書等）等の全ての内容を確認事項としてリスト化すること。上記は記載例のため、限られた項目のみを抽出している。

＊２  要求水準書本編だけでなく、添付資料の内容も可能な限りリスト化すること。

＊３  「項目等」、「確認事項」及び各業務段階の「対応」、「参照先」、「評価」の列は必須とするが、より良いセルフモニタリングの為に列を追加する提案を妨げない。

第5.維持管理業務

・
・
・

業務の対象範囲

事業者は、維持管理業務仕様書、維持管理業務計画書、事
業契約書、本要求水準書、入札時の提案書類に基づき、本
施設の機能を維持し、給食の提供に支障を及ぼすことがな
く、かつ、作業等が快適にできるように、次の内容につい
て、その性能及び機能を常時適切な状態に維持管理するこ
と。

事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、本要求水
準書のほか、「建築保全業務共通仕様書　令和5年版」
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）にも準ずること。

維持管理業務に際して必要と考えられる消耗品（トイレッ
トペーパー、液体石鹸及び消毒用アルコール液等の各種消
耗品の補充も含む。）はその都度更新すること。


